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１．はじめに 

 

○計画の位置づけと目的 

 本計画は、住生活基本法の制定により策定された「北海道住生活基本計画」を踏まえ

て、幕別町の住宅施策の基本的な方向をとりまとめたものである。  

 幕別町においては、平成 24 年度に当初の「幕別町住生活基本計画」を策定し、総合

的な住宅政策を推進してきたところである。その後、国や北海道の住生活基本計画の見

直しや、「第６期幕別町総合計画」、「幕別町人口ビジョン（令和２年３月改定）」また「第

２期幕別町まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和４年５月改定）」などの上位計画の

策定・改定等を受けて、町の住宅を取り巻く環境変化に対応すべく、新たな計画として

策定するものである。 

 なお、本計画は、幕別町の住宅・住環境の全体を対象とし、地域の住宅事情や課題を

踏まえ、今後、住宅施策として必要となる取り組みについての基本となる計画であり、

幕別町の住宅施策の推進に資することを目的とするものである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○計画の期間 

 本計画は、令和５年度から令和 14 年度までの 10 年間を計画期間とし、計画期間内に

おいても幕別町を巡る社会・経済情勢の変化等に応じて、必要な場合は見直しを行うも

のとする。 

「住生活基本法」（H18.6） 
（ねらい：住宅困窮者への対応、健全な住宅市場の整備、住生活の「質」の向上、等） 

 

 
都道府県による「住民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画」
の必要（法第 17 条 1 項） 

「北海道住生活基本計画」 
（Ｈ19.2策定 令和 4.3改定） 

「幕別町住生活基本計画」 

（幕別町の住宅施策の基本となる計画） 

「第 6 期幕別町総合計画」・「幕
別町人口ビジョン」・「幕別町
まち・ひと・しごと創生総合
戦略」等の上位・関連計画 

「幕別町公営住宅等長寿命化計画（改定）」など、住

宅関連施策の推進に向けた展開方向・指針 

図 幕別町住生活基本計画の位置づけ 

「住生活基本計画（全国計画）」 
（Ｈ18.9 策定、R3.3 改定） 

政府による「国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画」の必
要（法第 15 条 1 項） 

「幕別町住生活基本計画」当初計画 
（H25.3 策定 R5.3 改定） 


